
　家庭から出るごみの処理やリサイクルにはた
くさんのエネルギーや費用がかかります。まず
はごみを減らすことが大切です。家庭から出さ
れるごみの約８割が可燃ごみで、その約半分が生
ごみに含まれる水分です。生ごみはしっかり水切
りをして、ごみの減量にご協力をお願いします。 
　また、普段何気なく捨てているものの中には、
ひと手間かければ再利用できるものがあるは
ずです。ごみの出ない買い方・使い方をするこ
とが一番の基本になります。 
☆ごみを減らすため、みなさんも3Ｒをキーワ
ードにごみの減量に取り組みましょう。 

・生ごみはしっかり水きりをする 
・買い物袋（マイバック）を持参し、レジ袋はもらわない 
・使い捨て商品はなるべく買わない 
・不要なものは買わない 
 
 
 
・リフォームや修理をして、ものを大切に使う 
・フリーマーケットやリサイクルショップを活用する 
・繰り返し使用できる容器（リターナブルびん）の商品を選ぶ 
・詰め替えできる商品を買う 
 
 
 
・正しく分別し、資源として出す 
・地域で取り組む集団回収を利用する⇒Ｐ15 
・店舗などに設置されている回収ボックスを利用する⇒Ｐ16

Ｒeduce（リデュース）　ごみを減らす 
 

Ｒeuse（リユース）　　 繰り返し使う 

Ｒecycle（リサイクル）　再び資源とする 

公共の施設では産業廃棄物の受け入れはできません。 

ごみを出す時の基本ルール ごみを出す前に 
　  ごみの減量を！ 

ごみ（廃棄物）は、家庭から日常的生活に伴っ
て発生するごみ（家庭系一般廃棄物）と、事業
活動に伴って生じるごみ（事業系一般廃棄物・
産業廃棄物）に分類されます。 
事業所は、その事業活動によって生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理する義務（廃
棄物の処理及び清掃に関する法律第3条）があ
りますので、家庭用指定袋に入れて自治会の集
積所に出すことはできません。次により適正な
処理をお願いします。 

事業活動に伴って生じたごみ！ ～事業活動に伴って生じたごみは有料です～ 
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産業廃棄物 
事業活動に伴って生じた特定の廃棄物 
燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック、 
動・植物残渣など20種類 
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一般家庭の日常生活に伴って生じたごみ 
紙ごみ、生ごみ、植木ごみ、 
不燃ごみ など 

（事業系）一般廃棄物　可燃ごみ 
事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外 
の廃棄物 
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建物のリフォームや解体業者等に工事を依頼して出たごみは、産業廃棄物になりますので、市で処理することはできません。 
工事を行った業者に処理を依頼してください。 
なお、本人自ら解体した時に出た軽微なごみは、分別し各処理施設へ自己搬入してください。 
 
 

・廃棄物の種類…紙、布、厨芥類などの燃えるごみ 
・処理の場所…中遠クリーンセンター⇒Ｐ11 
・処 理 方 法…自己搬入又は一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託する 
　※一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する場合は、許可種類を確認し、委託してください。
　処理手数料は直接各業者へお問合せください。 

・問い合わせ先…環境政策課環境衛生係（10538-44-3115） 

・廃棄物の種類…廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定めた20種類 
・処 理 方 法…産業廃棄物処理業者（収集運搬許可業者）へ委託 
・問い合わせ先…（財）静岡県産業廃棄物協会（1054-255-8285） 
　　　　　　　　ホームページ http://www.shizuoka-sanpai.or.jp
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